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若
者
の
職
業
的
自
立
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
、
ち
ば
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
と
共
催
で
「
保
護
者
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
ま
す
。
▼
日
時　
２
月
22
日
㈯
午
後

１
時
〜
３
時　
▼
場
所　
八
千
代
市
市
民
会
館　
▼
対
象　
15
歳
〜
39
歳
の
無
職
の
若

者
の
保
護
者
。
先
着
30
人　
▼
内
容　
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
よ
る
講
演
「
平

成
時
代
の
若
者
就
職
事
情
」、
個
別
相
談
（
人
数
が
多
い
と
き
は
グ
ル
ー
プ
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
）　
▼
申
し
込
み　
２
月
21
日
㈮
ま
で
に
電
話
で
ち
ば
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

０
４
３（
３
５
１
）５
５
３
１
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
商
工
課
）

送
。
１
グ
ル
ー
プ
１
通
、
１
区
画
の
み
。
同
一
住
所
は
１
グ
ル
ー
プ
と
み
な
し
ま
す
。

記
載
不
備
・
複
数
応
募
無
効
。
未
成
年
者
の
応
募
は
で
き
ま
せ
ん　
▼
公
開
抽
選
会　

２
月
20
日
㈭
午
前
10
時
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
４
階
研
修
室　
　
　
　
（
ク
リ
ー
ン
推
進
課
）

　
今
年
の
４
月
に
市
内
公
立
小
・
中
学
校
へ
入
学
予
定
の
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
あ
て

に「
入
学
通
知
書
」を
郵
送
し
ま
し
た
。
次
の
人
は
、教
育
委
員
会
学
務
課
（
４
８
１
）

０
３
０
２
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
①
ま
だ
「
入
学
通
知
書
」
が
届
い
て
い
な
い
人　

②「
入
学
通
知
書
」の
記
載
内
容
が
実
際
と
異
な
る
人　
③
入
学
式
ま
で
に
市
内
転
居・

市
外
転
出
予
定
の
人

　
国
立
・
県
立
・
私
立
学
校
に
入
学
す
る
人
は
、
入
学
す
る
学
校
の
入
学
承
諾
書
な
ど

に
「
入
学
通
知
書
」
を
添
え
て
同
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送
可
）。
外
国
籍
の

人
に
は
「
入
学
手
続
き
案
内
」
を
郵
送
し
ま
し
た
。
入
学
を
希
望
す
る
人
や
案
内
が
届

い
て
い
な
い
人
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
学
務
課
）

ち
ば
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
保
護
者
セ
ミ
ナ
ー
」
の
参
加
者

公
立
小
・
中
学
校
の
入
学
通
知
書
を
郵
送
し
ま
し
た

ウ
ィ
ン
タ
ー
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
４
を
開
催

■
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
『
ミ
シ
ン
ガ
ー
ル
』　
▼
時
間　
開
場
午
後
２
時
10
分
、
開
演
午
後

２
時
30
分
〜
３
時
30
分　
　
▼
問
い
合
わ
せ　
同
セ
ン
タ
ー

　
東
京
女
子
医
科
大
学
八
千
代
医
療
セ
ン
タ
ー
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
最
新
の
医
療

情
報
を
紹
介
す
る
た
め
、
ウ
ィ
ン
タ
ー
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
４
を
開
催
し
ま
す
。

　
▼
日
時　
２
月
23
日
㈰
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30
分　
▼
場
所　
東
京
女
子
医
科
大

学
八
千
代
医
療
セ
ン
タ
ー
外
来
棟
４
階
大
会
議
室　
▼
問
い
合
わ
せ　
同
セ
ン
タ
ー
・

フ
ェ
ス
タ
実
行
委
員
会
（
４
５
８
）７
１
４
６

■
公
開
講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

時
間

講
演
名

講
演
者

午
前
10
時
30
分
～

　
　
11
時
20
分

「
関
節
の
痛
み
を
感
じ
た
ら
」

～
関
節
リ
ウ
マ
チ
や
治
療
が
必
要
な
病
気
に

つ
い
て
～

リ
ウ
マ
チ
・

膠
原
病
内
科

瀬
戸
洋
平
医
師

午
前
11
時
30
分
～

午
後
０
時
20
分

「
ロ
コ
モ
…
ご
存
じ
で
す
か
？
」

～
か
ら
だ
の
手
入
れ
を
し
て
健
康
寿
命
！
～
整
形
外
科

伊
藤
達
雄
医
師

午
後
1
時
～

　
　
１
時
50
分

「
ス
ト
ッ
プ
・
ザ
・
糖
尿
病
」

～
め
ざ
せ
、
脱
メ
タ
ボ
～

糖
尿
病
・

内
分
泌
代
謝
内
科

荻
野　
淳
医
師

市・県民税の申告と所得税の確定申告が始まります
　市・県民税の申告は市役所で、所得税の確定申告は幕張メッセ国際会議場で、いず
れも２月３日㈪から３月17日㈪まで行われます。受付開始日から１週間前後や終了間
際になると、大変混み合いますのでご注意ください。
　この特集のお問い合わせは、市民税課 483-1151（代表）へ

申告は３月17日㈪まで。
お早めにお越しください

市・県民税の申告

所得税の確定申告

申告書の受け付け

確定申告が必要な人 公的年金等に係る確定申告

市・県民税の申告が必要な人

市役所市民税課　 483-1151（代表）　〒276-8501　八千代市大和田新田312-5

千葉西税務署　 043-274-2111(代表)　〒262-8502　千葉市花見川区武石町1-520

■日時　２月３日㈪～３月17日㈪
　　　　※土曜・日曜日、祝日を除く
　　　　午前８時30分～午後５時
■場所　市役所第２別館
　　　　各支所・連絡所（提出のみ）
●必要なもの
・収入や経費がわかる書類（源泉徴収票など）
・筆記用具、電卓、印鑑（認印可）
・社会保険料（国民年金保険料・介護保険料・健康
　保険料など）の控除証明書・領収書など
・医療費の領収書　※事前に合計額を集計してく
　ださい
・生命保険料や地震保険料などの控除証明書
・障害者手帳、療育手帳など
※申告内容により必要となる書類が異なります

　各種所得の合計金額から基礎控除やその他の所得控除を差し引
いた額で計算した税額から、配当控除額や住宅ローン控除額など
を差し引いて残額がある人は確定申告が必要です。給与所得があ
る人は、次のケースに該当する場合などが対象です。
①給与の収入金額が2,000万円を超える人
②１か所から給与を受けている人で、各種の所得金額（給与所得・
　退職所得を除く）の合計金額が20万円を超える人
③給与を２か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給
　与の収入金額と、各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く）
　の合計金額が20万円を超える人
④同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子、賃貸料、
　使用料などが支払われている人
⑤災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人

　公的年金等の収入の合計金額が400万円以下で、なおかつ、公的年金等以
外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告をする必要はありま
せん。ただし、申告不要の場合でも、所得税の還付を受けるために確定申告
書を提出することができます。
※確定申告が不要の場合でも、市・県民税において、生命保険料控除などの
　控除の適用を受けるために、別途、市・県民税の申告が必要になる場合が
　あります

税務署から送付される確定申告書類
　昨年の申告期間に、各申告会場で24年分の確定申告の相談をし、書類作成
した人、国税庁ホームページを利用して確定申告書の作成・提出をした人に
は、確定申告書の用紙に代わり「確定申告のお知らせ」が送付されます。
　各申告会場で相談する人は、そのお知らせをお持ちください。

　所得税の確定申告をする人は、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。
　確定申告の必要がない人でも、下記に該当する場合は市・県民税の申告が必要です。
■26年１月１日現在、市内に住んでいる人で、次のいずれかに該当する人
①勤務先から市へ給与支払報告書（源泉徴収票と同じ内容のもの）が提出されていない人
　※勤務先にご確認ください
②年末調整済みの給与所得以外の所得の合計が20万円以下の人
③雑損控除・医療費控除などの適用を受ける人
④収入が公的年金のみの人で、配偶者控除、扶養
　控除、社会保険料控除などの適用を受ける人
⑤遺族年金、障害年金などを受給している人
⑥25年中に収入がなかった人(被扶養者を除く)
　※国民健康保険料などの算定に必要となります
■市内に住んでいない人で、26年１月１日現在、
　市内に事業所・事務所または家屋敷を有する人

市・県民税の納付は口座振替で
　毎年、市・県民税を納付書で納付
している人は、口座振替による納付
が便利です。口座振替については、
納税課 483-1151（代表）へお問い合
わせください。

やっち


